
〈平成１５年３月期半期（平成１４年４月～９月）情報開示〉

あいしんの金融再生法ベースの債権は、債権額、貸出資産に占める割合

ともに減少しております。

※ 参 考
１．金融再生法ベースの債権額は、平成 14年 3月末比 491百万円減少。

        ２．貸出資産に占める割合は、平成 14年 3月末比 0.19％改善の 5.67％。

（注）上記の平成 14年 9 月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第 4
条に規定する各債権の考え方により分類しておりますが、集計方法については、以下の点につき年度
末に開示する計数とは異なるため、計数は連続しておりません。

  １．平成 14年 9月末の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の金額は、同年 3月
末時点の債務者区分(※)残高を前提とし、同年 3月末から 9月末までに倒産、不渡り、延滞の悪化等の
客観的な事実ならびに債務者区分の引下げ等があった債務者について、当金庫の定める自己査定基準
に基づき債務者区分の見直しを行い、債務者区分の変更と認められる額を反映しております。

      この場合、債務者区分が下方に変更となった場合を対象とし、債務者区分に基づく債権額を新たに
加算、又は「危険債権」を減額し「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」を加算しております。

      また、これらの債権は半期中の増減額を勘案するとともに、担保処分見込額の変動を勘案し、無価
値と認められる部分については直接償却相当額として当該金額を減額しております。

     ※ 債務者区分との関係
        破産更生債権及びこれらに準ずる債権（実質破綻先・破綻先の債権）、危険債権（破綻懸念先）、要
管理債権（要注意先のうち、利払いが 3 ヵ月以上延滞しているか、又は貸出条件を緩和している
債権）

  ２．平成 14年 9月末の「要管理債権」の金額は、同年 3月末時点における残高を前提として、同年 3月
末から 9月末の間に正常先、要注意先の債務者に対する債権のうち、新たに 3 ヵ月以上延滞となった
債権、新たに貸出条件を緩和したことを確認している債権を加算し、「破産更生債権及びこれらに準ず
る債権」及び「危険債権」に変更となった金額、3 ヵ月以上延滞債権のうち延滞が解消された金額を
減算しております。

      また、これらの債権は半期中の増減額を勘案しております。
  ３．破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に
陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。

  ４．危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契
約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。

  ５．要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいいます。

金融再生法ベースの債務者区分による開示
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自己資本比率 12.89％程度は健全経営の証です。

平 成 １ ４ 年 ９ 月 末 平 成 １ ４ 年 ３ 月 末

時   価 評 価 差 額 時   価 評 価 差 額
その他有価証券 105,633 2,530 105,936 1,612

株式 1,038 △ 228 1,304 △ 35

債券 100,394 2,936 100,289 1,681

その他 4,200 △ 176 4,342 △ 34

（注）１．平成 14年 9月末の「評価差額」及び「含み損益」は、平成 14 年 9月末時点の帳簿価額（償却原価
法適用後、減損処理前）と時価との差額を計上しております。

  ２．なお、満期保有目的の債券に係る含み損益は以下のとおりです。（時価のある子会社・関連会社株式は
保有しておりません。）

平 成 １ ４ 年 ９ 月 末 平 成 １ ４ 年 ３ 月 末

帳 簿 価 額 含 み 損 益 帳 簿 価 額 含 み 損 益
満期保有目的の債券 2,938 △ 30 2,936 △ 193

単 体 自 己 資 本 比 率 （ 国 内 基 準 ）

  金融機関の健全性・安全性の重要な指

標である、自己資本比率（国内基準）は、

平成 14年 3月末比0.16％低下の12.89％

程度となったものの、早期是正措置の適

用基準である 4％を大幅に上回る水準を

維持しており、これはあいしんの財務体

質の健全性を証明しています。
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  預金及び貸出金の状況につきまして

は、「あいしんらしい」きめこまやかな営

業活動を展開した結果、預金は前期末比

8,632百万円増加し、435,258百万円とな

り、貸出金は前期末比 2,118 百万円増加

し、261,788 百万円となり、預金、貸出

金とも順調に推移しております。

（注）下記に基づき、損益を算定し､自己資本比率を算出しております。
１．自己査定は、本決算に準ずる方法にて実施しております。

      ２．貸倒実績率は、前期末（平成 14年 3月末）実績値を採用しております。
      ３．剰余金処分は考慮しておりません。

貸出金の増強ならびに自己資本比率が高水準にあることから、収益性の一層の向上を狙いとした資金運用を

行った結果、自己資本比率を算出するうえでの資産（リスクアセット）が増加し、前期末に比べ自己資本の額

は増加しているものの、自己資本比率は低下することとなりました。



あいしんは、「地域になくてはならない金融機関」をめざし、地元の皆さまとの多彩な

交流に努めています。

      新入社員合同研修  ４月４日、５日
        地元企業のなかで採用人数が少なく自社での研修が難しい企業に参加を呼びかけ、

社会人としての自覚を育成することを目的に、当金庫の新入職員と合同で研修を

行いました。

   介護実習  ４月２４日、２５日
        当金庫の新入職員が特別養護老人ホーム愛寿荘での介護実習の中で、お年寄りと

の交流を通し、コミュニケーション能力を養いました。

   チャリティーバザー  ６月１４日
        当金庫川内支店では、地域の皆さまにすっかりおなじみとなりましたチャリティ

ーバザーを今年も開催し、地域の皆さまとの交流を一層深めました。

なお、本バザーの収益金は川内町社会福祉協議会に寄付させていただきました。

   地方祭への参加
        当金庫の職員が「あいしん連」として各地の祭りに参加し、地域の一員として祭

りを盛り上げようと熱演しました。

地域のお客様を第一と考え、お客様のニーズにあった魅力ある商品やサービスの充実

に努めています。

      しんきん保証基金保証付「パーソナルローン」の発売  ５月２７日
        従来の商品とは異なり、勤務年数や年収の条件が不要なため、若年層や新入職員

といった比較的年収の低い方にでも安心してご利用いただける商品です。

   「グルメツアー大吉くん」当選発表  ７月１５日
        第８回懸賞金付定期預金「グルメツアー大吉くん」の抽選会を行い、大吉、中吉、

小吉の各賞に加え、今回は特別賞として「ランチクルーズ」と「日帰り旅行」の

招待券が当選者に贈られました。

   「東環状束本支店」オープン  ９月２日
        新立支店を東部環状線沿いの束本一丁目に移転するとともに、近隣に位置します

束本支店を統合し、装い新たに「東環状束本支店」としてオープンしました。

ト ピ ッ ク ス（平成１４年４月から９月まで）

愛 媛 信 用 金 庫
  〒790－0002  愛媛県松山市二番町 4丁目 2番地 11  TEL  089－946－1111（代表）
  http://www.shinkin.co.jp/ehime/

社 会 貢 献 活 動（平成１４年４月から９月まで）


